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令和６年１月１７日 

広島市の乗合バス事業者に対して行政処分を実施します 
 

広島バス株式会社から、吉島営業所に配属される乗合バス１台の無車検運行について広島

運輸支局へ自主申告があったことを端緒に、同支局が令和５年９月２７日に当該営業所へ立入

監査を実施しました。 

監査の結果、有効な自動車検査証の交付を受けないで事業用自動車を運行していたことな

ど道路運送法違反の事実が確認されたことから、中国運輸局では同法第４０条の規定に基づ

き当該事業者に対し、吉島営業所の乗合バス２台を３０日間使用停止することを命じました。 

当局では、利用者が安心して公共交通機関を利用できるよう、引き続き運送事業者を指導監

督し、法令遵守の徹底に努めて参ります。 
 

【行政処分の内容】 

１ 行 政 処 分 年 月 日 ： 令和６年１月９日 

 

２ 事 業 者 名 ： 広島バス株式会社（代表取締役 沖田 
お き た

 和也 
か ず や

） 

住          所 ： 広島県広島市中区光南六丁目１番６８号 

 処 分 対 象 営 業 所 ： 吉島営業所 

（広島県広島市中区南吉島二丁目４番３３号） 

 

３ 行 政 処 分 の内 容 ： 事業用自動車の使用停止 ６０日車 （２両×３０日間） 

（令和６年１月１７日から令和６年２月１５日まで） 

 

４ 違 反 の 内 容 ： 別紙のとおり 

 

５ 違反点数付与状況 ： ６点（累積点数：６点） 

 

 【参考】中国管内乗合バスの車両停止処分状況（過去５年間） ※今回の処分を除く 

         

 

 

 
【問い合わせ先】 

 中国運輸局 自動車運送事業安全監理室    広島運輸支局 自動車運送事業監査室 

担当 ： 佐藤 
さ と う

、正木
ま さ き

                  担当 ：藤本 
ふ じ も と

、富川 
と み か わ

 

ＴＥＬ ：０８２－２２８－３４６０            ＴＥＬ ：０８２－２３３－９１６７ 

時間外：０８０－２９２４－９２４９ 

 

【資料配付先】 

合同庁舎記者クラブ、広島経済記者クラブ、県政記者クラブ 

 

 

 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

４件 １件 ２件 ０件  ３件 



別  紙 

 

【車両停止に係る違反】 

 有効な自動車検査証の交付を受けないで事業用自動車を運行していた。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条） 

（道路運送車両法第５８条第１項） 

 

【警告に係る違反】 

 届出をしないで営業所に配置する事業用自動車の数を変更していた。 

（道路運送法第１５条第３項）         

 


